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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月2日(2009.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロマシニング型の構成素子において、少なくとも所定の範囲で導電性である基板
（１）と、弾性的に変位可能な、少なくとも所定の範囲で導電性であるダイヤフラム（Ｍ
）とが設けられており、該ダイヤフラム（Ｍ）が、湾曲させられてかつ基板（１）から電
気的に絶縁されて基板（１）の表面（Ｖ）の上方に設けられており、ダイヤフラム（Ｍ）
が内側範囲（Ｉ´）と縁範囲（ＲＢ´）とを有しており、基板（１）とダイヤフラム（Ｍ
）との間に空隙（Ｈ）が設けられており、ダイヤフラム（Ｍ）の内側範囲（Ｉ´）が、縁
範囲（ＲＢ´）に対して変えられた横断面を有しており、これにより内側範囲（Ｉ´）の
撓みが、同一横断面の場合に比べて減じられており、ダイヤフラム（Ｍ）の内側範囲（Ｉ
´）が、縁範囲（ＲＢ´）に比べてスタンプ形に空隙（Ｈ）内へ懸吊された範囲（ＫＰ´
）を有していることを特徴とする、マイクロマシニング型の構成素子。
【請求項２】
　ダイヤフラム（Ｍ）の内側範囲（Ｉ´）が縁範囲（ＲＢ´）に比べて厚肉化されている
、請求項１記載のマイクロマシニング型の構成素子。
【請求項３】
　ダイヤフラム（Ｍ）の内側範囲（Ｉ´）が縁範囲（ＲＢ´）に比べて付加的な層（５ａ
）を有している、請求項２記載のマイクロマシニング型の構成素子。
【請求項４】
　空隙（Ｈ）が媒体で充填されており、ダイヤフラム（Ｍ）の下で基板（１）を貫いて延
びる１つまたは複数のパーフォレーション開口（１５´´´）が設けられており、該パー
フォレーション開口（１５´´´）が、基板（１）の裏面（Ｒ）から空隙（Ｈ）内へ通じ
た進入路を提供していて、空隙（Ｈ）内に存在する媒体の容量がダイヤフラム（Ｍ）の変
位時に可変である、請求項１、２または３記載のマイクロマシニング型の構成素子。



(2) JP 2006-212773 A5 2009.3.19

【請求項５】
　マイクロマシニング型の構成素子のための製造方法において、以下のステップ：
　少なくとも所定の範囲で導電性である基板（１）を準備し；
　弾性的に変位可能な、少なくとも所定の範囲で導電性であるダイヤフラム（Ｍ）を製造
し、該ダイヤフラム（Ｍ）を、湾曲させてかつ基板（１）から電気的に絶縁させて基板（
１）の表面（Ｖ）の上方に設け、ただし該ダイヤフラム（Ｍ）は内側範囲（Ｉ´）と縁範
囲（ＲＢ´）とを有しており；
　基板（１）とダイヤフラム（Ｍ）との間に空隙（Ｈ）を設け；
　ダイヤフラム（Ｍ）の内側範囲（Ｉ´）が、縁範囲（ＲＢ´）に対して変えられた横断
面を有し、これにより内側範囲（Ｉ´）の撓みが、同一横断面の場合に比べて減じられる
ようにダイヤフラム（Ｍ）を形成し、
　しかもダイヤフラム（Ｍ）の内側範囲（Ｉ´）に、縁範囲（ＲＢ´）に比べてスタンプ
形に空隙（Ｈ）内へ懸吊された範囲（ＫＰ´）を設ける；
を実施することを特徴とする、マイクロマシニング型の構成素子のための製造方法。
【請求項６】
　ダイヤフラム（Ｍ）を、基板（１）上に設けられた犠牲層範囲（５；５，４０）の上方
で、構造化された多数の層（２０，２５，３０；５ａ，２０，２５´，４５，５０）を設
けることによって前成形し、引き続きダイヤフラム（Ｍ）に対して選択的なエッチングプ
ロセスにより犠牲層範囲（５；５，４０）を除去する、請求項５記載の製造方法。
【請求項７】
　犠牲層（５；５，４０）として、０．１～０．８、有利には０．２～０．５のＧｅ含量
を有するＳｉＧｅを使用する、請求項５または６記載の製造方法。
【請求項８】
　犠牲層エッチングのためのエッチングガスとして、ＣｌＦ３、ＣｌＦ５、ＸｅＦ２、Ｂ
ｒＦ３、ＩＦ３またはＩＦ５、有利にはＣｌＦ３を使用する、請求項５、６または７記載
の製造方法。
【請求項９】
　ＳｉＧｅ層とＳｉ層との間にエッチングストップおよび拡散バリヤとして酸化物層（１
ａ）を被着させるか、または熱酸化により成長させる、請求項５から８までのいずれか１
項記載の製造方法。
【請求項１０】
　犠牲層範囲（５；５，４０）内のＧｅ含量を、熱により成長されたＳｉＧｅ酸化物層が
Ｇｅを含有しないか、またはＧｅをほとんど含有しないように低く設定する、請求項７記
載の製造方法。
【請求項１１】
　犠牲層範囲（５；５，４０）内のＧｅ含量を、熱による酸化物層の成長速度がシリコン
上での成長に比べて１．５～１０倍だけ加速されて行われるように高く設定する、請求項
７記載の製造方法。
【請求項１２】
　犠牲層範囲（５；５，４０）内のＧｅ含量が０．３～０．４ａｔ％である、請求項７記
載の製造方法。
【請求項１３】
　ダイヤフラム（Ｍ）の内側範囲（Ｉ）に、縁範囲（ＲＢ´）に比べて付加的な層（５ａ
）を設ける、請求項６記載の製造方法。
【請求項１４】
　空隙（Ｈ）を媒体で充填し、ダイヤフラム（Ｍ）の下で基板（１）を貫いて延びる１つ
または複数のパーフォレーション開口（１５´´´）を設け、この場合、該パーフォレー
ション開口（１５´´´）が、基板（１）の裏面（Ｒ）から空隙（Ｈ）内へ通じた進入路
を提供して、空隙（Ｈ）内に存在する媒体の容量がダイヤフラム（Ｍ）の変位時に可変と
なる、請求項１３記載の製造方法。
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